
 

○
財
務
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則 

(

平
成
二
十
年
五
月
二
十
一
日)

 

(

財
務
省
令
第
三
十
六
号)

 

改
正 

平
成
二
一
年 

七
月
一
七
日
財
務
省
令
第
五
五
号 

同 

二
一
年
一
二
月
一
四
日
同 

 
 

第
六
九
号 

同 

二
四
年 

九
月 

五
日
同 

 
 

第
五
三
号 

同 

二
八
年 

三
月
三
一
日
同 

 
 

第
三
〇
号 

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号)

第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
財
務
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則(

平
成
十
五
年
財
務
省
令
第
五
十
九

号)

の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

財
務
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則 

財
務
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則(

平
成
十
五
年
財
務
省
令
第
五
十
九
号)

の
全
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

(

特
定
酒
類
の
原
料)

 
第
一
条 

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。)

第

二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
果
実
と
す
る
。 

一 

農
地
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
地(

以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
農
地
」
と
い
う
。)

に
つ
き
耕
作
の
業
務
を
営
む
者(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
農

業
経
営
者
」
と
い
う
。)
の
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
世
帯
員
等(

次
項
第
一
号
に
お
い
て

「
世
帯
員
等
」
と
い
う
。)

で
、
当
該
農
業
経
営
者
の
行
う
果
実
の
生
産
に
従
事
す
る
者(

当
該
生

産
に
従
事
す
る
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
生
産
に
従
事
す
る
農
地
の
所
在
地
の
農
業
委
員
会

(

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
三
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
農
業
委
員
会
を
置
か
な
い
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
市
町
村
長
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

か
ら
証
明
を
受
け
た
者
に
限
る
。)

の
場
合 

当
該
農
業
経
営
者
が
生
産
し
た
当
該
果
実 

二 

農
地
に
つ
き
耕
作
の
業
務
を
営
む
農
地
所
有
適
格
法
人(

農
地
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る



 

農
地
所
有
適
格
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

の
組
合
員
、
社
員
又
は
株
主(

次

項
第
二
号
に
お
い
て
「
組
合
員
等
」
と
い
う
。)

で
、
当
該
農
地
所
有
適
格
法
人
の
行
う
果
実
の
生

産
に
従
事
す
る
者(

当
該
生
産
に
従
事
す
る
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
生
産
に
従
事
す
る
農

地
の
所
在
地
の
農
業
委
員
会
か
ら
証
明
を
受
け
た
者
に
限
る
。)

の
場
合 

当
該
農
地
所
有
適
格
法

人
が
生
産
し
た
当
該
果
実 

三 

風
水
害
、
干
害
、
雪
害
そ
の
他
気
象
上
の
原
因(

地
震
及
び
噴
火
を
含
む
。)

に
よ
る
災
害
、
火

災
、
病
虫
害
及
び
鳥
獣
害(
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
条
に
お
い
て
「
災
害
等
」
と
い
う
。)

に
よ
り

自
ら
生
産
し
た
果
実(

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
果
実
を

含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)

を
原
料
と
し
て
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

酒
類
を
製
造
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合(

当
該
災
害
等
に
よ
り
自
ら
生
産
し
た
果
実
に

被
害
を
受
け
た
こ
と
に
つ
き
地
方
公
共
団
体(
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
条
に
お
い
て
同
じ
。)

の
長
か
ら
証
明
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。)

 

当
該
酒
類
の
製
造
場
の
所
在
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域(
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改



 

革
特
別
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

内
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
当
該
果
実(

当
該
災
害
等
に
よ
り

当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
当
該
果
実
を
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
酒
類
の
原
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
き
地
方
公
共
団
体
の
長
か
ら

証
明
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
以
外
の
地
域
に
お
い
て
生
産
さ
れ

た
当
該
果
実
を
含
む
。)

 

２ 

法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
米
と
す
る
。 

一 

農
業
経
営
者
の
世
帯
員
等
で
、
当
該
農
業
経
営
者
の
行
う
米
の
生
産
に
従
事
す
る
者(

当
該
生

産
に
従
事
す
る
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
生
産
に
従
事
す
る
農
地
の
所
在
地
の
農
業
委
員
会

か
ら
証
明
を
受
け
た
者
に
限
る
。)

の
場
合 

当
該
農
業
経
営
者
が
生
産
し
た
米 

二 

農
地
に
つ
き
耕
作
の
業
務
を
営
む
農
地
所
有
適
格
法
人
の
組
合
員
等
で
、
当
該
農
地
所
有
適
格

法
人
の
行
う
米
の
生
産
に
従
事
す
る
者(

当
該
生
産
に
従
事
す
る
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該

生
産
に
従
事
す
る
農
地
の
所
在
地
の
農
業
委
員
会
か
ら
証
明
を
受
け
た
者
に
限
る
。)

の
場
合 

当



 

該
農
地
所
有
適
格
法
人
が
生
産
し
た
米 

三 
災
害
等
に
よ
り
自
ら
生
産
し
た
米(

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
米
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)

を
原
料
と
し
て
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第

二
号
に
掲
げ
る
酒
類
を
製
造
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合(

当
該
災
害
等
に
よ
り
自
ら
生

産
し
た
米
に
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
つ
き
地
方
公
共
団
体
の
長
か
ら
証
明
を
受
け
た
場
合
に
限

る
。)

 

当
該
酒
類
の
製
造
場
の
所
在
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
米(

当

該
災
害
等
に
よ
り
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
米
を
同
号
に
掲
げ
る
酒
類

の
原
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
き
地
方
公
共
団
体
の
長
か
ら
証
明
を
受
け
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
以
外
の
地
域
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
米
を
含
む
。)

 

３ 

法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
物
品
は
、
麦
そ
の
他
の
穀
類

(

米
を
除
く
。)

、
で
ん
粉
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
こ
う
じ
、
米
こ
う
じ
又
は
清
酒
か
す
と
す
る
。 

(

平
二
一
財
令
五
五
・
平
二
一
財
令
六
九
・
平
二
四
財
令
五
三
・
平
二
八
財
令
三
〇
・
一
部
改

正)
 



 

(

自
己
の
営
業
場
に
お
い
て
飲
用
に
供
す
る
場
合
に
準
ず
る
場
合)

 
第
二
条 

法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
て
同
項
第
一
号
に
定
め
る
酒
類
の
製
造
免
許(

酒
税
法(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六

号)

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
製
造
免
許
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

を
受
け
た
者

が
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
所
在
す
る
自
己
の
製
造
場(

当
該
製
造
免
許

を
受
け
た
製
造
場
に
限
る
。)

に
お
い
て
飲
用
に
供
す
る
場
合
と
す
る
。 

(

特
産
酒
類
の
原
料)

 

第
三
条 

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
災
害
等

に
よ
り
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
果
実(

当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
が
当

該
地
域
の
特
産
物
と
し
て
指
定
し
た
も
の
に
限
る
。)

を
原
料
と
し
て
同
号
に
掲
げ
る
酒
類
を
製
造

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合(

当
該
災
害
等
に
よ
り
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
お
い
て

生
産
さ
れ
た
当
該
果
実
を
同
号
に
掲
げ
る
酒
類
の
原
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
に

つ
き
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
か
ら
証
明
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。)

に
お
け
る
当
該
構
造
改
革
特



 

別
区
域
以
外
の
地
域
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
当
該
果
実
と
す
る
。 

２ 
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
災
害
等
に
よ

り
特
区
内
農
産
物
等(

同
項
に
規
定
す
る
特
区
内
農
産
物
等
を
い
い
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
が

当
該
地
域
の
特
産
物
と
し
て
指
定
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

を
原
料
と

し
て
同
号
に
掲
げ
る
酒
類
を
製
造
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合(

当
該
災
害
等
に
よ
り
当
該

特
区
内
農
産
物
等
を
同
号
に
掲
げ
る
酒
類
の
原
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
き

当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
か
ら
証
明
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。)

に
お
け
る
当
該
構
造
改
革
特
別
区

域
以
外
の
地
域
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
農
産
物
で
当
該
特
区
内
農
産
物
等
と
同
一
の
種
類
の
も
の
、

同
項
に
規
定
す
る
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
の
周
辺
の
漁
場
の
区
域
以
外
の
区
域
に
お
い
て
採
捕

さ
れ
若
し
く
は
養
殖
さ
れ
た
水
産
物
で
当
該
特
区
内
農
産
物
等
と
同
一
の
種
類
の
も
の
又
は
当
該

農
産
物
若
し
く
は
当
該
水
産
物
を
原
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
た
加
工
品
で
当
該
特
区
内
農
産
物
等

と
同
一
の
種
類
の
も
の
と
す
る
。 

(

平
二
四
財
令
五
三
・
追
加)

 



 

附 

則 
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 
則 

(

平
成
二
一
年
七
月
一
七
日
財
務
省
令
第
五
五
号)

 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 
(

平
成
二
一
年
一
二
月
一
四
日
財
務
省
令
第
六
九
号)

 

こ
の
省
令
は
、
農
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号)

の
施
行
の

日(

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日)

か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 
(

平
成
二
四
年
九
月
五
日
財
務
省
令
第
五
三
号)

 

こ
の
省
令
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十
四
年
法
律
第
七
十
三

号)

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

(

施
行
の
日
＝
平
成
二
四
年
九
月
五
日)

 

附 

則 
(

平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令
第
三
〇
号)

 

(

施
行
期
日)

 



 

１ 

こ
の
省
令
は
、
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日(

平
成
二
十
八

年
四
月
一
日)

か
ら
施
行
す
る
。 

(

経
過
措
置)

 

２ 

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
十
八
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
酒
類(
以
下
「
特
定
酒
類
」
と
い
う
。)

の
製
造
免
許(

酒
税
法(

昭
和
二
十
八
年
法
律

第
六
号)

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
製
造
免
許
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
受
け
る
者
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
特
定
酒
類
の
製
造
免
許
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 


